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日中サービス支援型共同生活援助 

重要事項説明書 

この重要事項説明書はグループホームにしばる（以下、「事業者」といいます。）が提

供する指定共同生活援助事業について利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉

法第７６条及び第７７条並びに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（障害者総合支援法）」（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）、「沖

縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」

（平成２５年沖縄県条例第２９号）及び「沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例」（平成２５年沖縄県条例第３１号）に基づく指定障害福祉サー

ビス事業所の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、サービスの内容や利用料金等に

ついて説明するものです。 

１．サービスを提供する事業者 

名  称 社会福祉法人 乙羽会 

所 在 地 沖縄県那覇市国場３２６番地 

電 話 番 号 ０９８―８５１―９３０１ 

代表者氏名 理事長  我喜屋 宗重 

設 立 年 月 昭和６２年３月２０日 

２. 利用施設 

事業所の種類 日中サービス支援型共同生活援助 

事業所の名称 

（事業所番号） 

日中サービス支援型   

共同生活援助        

グループホーム      

にしばる 

グループホーム にしばる 

（事業所番号） 

4720500067 

事業所の所在地 沖縄県中頭郡西原町小那覇２１８番地２Ｆ 

連 絡 先 
電話番号 ０９８-９４４-３２６６ 

ファクス ０９８-９４４-３２６１ 

管 理 者 大城 仁菜 

サービス管理責任者 大城 仁菜 

通常の事業の実施地域 西原町 

主たる対象者 知的障害者・精神障害者・身体障害者・難病等 

定   員 １８名 

開設年月日 令和 ２年 １２月 １日 
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３．サービスの目的・運営方針 

目 的 

 利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置か

れている環境に応じて共同生活住居において、入浴、排泄又は食事の

介護、相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行なうことを

目的とします。   

運営方針 
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめ

の細かな共同生活援助サービスを提供します。 

４．サービスに係る施設・設備等の概要 

（１）施 設 

建 物 

構 造 
木造 ２階建 

（耐火建築物）（耐震構造） 

敷地面積 ９９６．２６㎡ 

延べ床面積 ５００．３０㎡ 

（２）主な設備 

設備の種類 部 屋 数 面 積 等 

居 室 

７室 

１室 

１室 

３室 

１室 

５室 

１２．１９㎡（収納設備を除く） 

１２．１３７㎡（収納設備を除く） 

１１．６８３㎡（収納設備を除く） 

１１．６１５㎡（収納設備を除く） 

１１．４６８㎡（収納設備を除く） 

１０．７８㎡（収納設備を除く） 

全室個室になります。 

台所兼食堂 
１室 

１室 

５７．０９㎡ 

３９．５２㎡ 

ト イ レ 

２室 

１室 

１室 

４．６２２５㎡ 

４．５１５㎡ 

４．６２㎡ 

洗 面 所 ６カ所  

浴 室 
１室 

１室 

８．７㎡ 

５．０６㎡ 

脱 衣 所 
     １室 

１室 

８．７㎡ 

４．６２㎡ 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以上の施設・設備を設置しています。 

５．サービス提供職員の設置状況 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供

する職員として、上記の職種の職員を配置しています。 
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（１）職員の配置数 

職 種 
員

数 

常 勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 １ １    

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 １ １    

看 護 職 員 １ １    

世 話 人 ７   ７  

生  活  支  援  員 ５ ３  ２  

夜 間 支 援 従 業 者 ４ ４    

（２）各職種の勤務体系 

職 種 勤 務 体 系 

管 理 者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）※土日祝日を除く。 

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）※土日祝日を除く。 

看 護 職 員 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０）※土日祝日を除く。 

世 話 人 

交替勤務制で勤務形態は、次のとおりです。 
・ 日勤 （８：３０～１７：３０） 
・ 早出 （８：００～１７：００） 
・ 遅出 （１０：００～１９：００） 
・準夜勤（１４：００～２３：００） 

生活支援員 

交替勤務制で勤務形態は、次のとおりです。 
・ 日勤 （８：３０～１７：３０） 
・ 早出 （８：００～１７：００） 
・ 遅出 （１０：００～１９：００） 
・準夜勤（１４：００～２３：００） 

夜 間 支 援 従 事 者 正規の勤務時間帯（２２:００～９:００） 

６．サービス提供の内容 

（１） 介護給付費対象サービス内容 

サ ー ビ ス の 種 類 サ ー ビ ス の 内 容 

相 談 及 び 援 助 
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、

適切な相談、助言、援助等を行います。 

食 事 世話人が栄養と各人の嗜好を考えて、献立を作成し、提供します。 

排 泄 排泄に関する支援を行います。 

入 浴 入浴に関する支援を行います。 

健 康 管 理 

日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行

います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持

のための適切な支援を行います。 

余 暇 活 動 支 援 地域行事への参加促進。 

金 銭 管 理 利用者の希望に応じて金銭管理を行います。 

緊 急 時 の 対 応 利用者の緊急時の対応を行います。 
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（２）  訓練等給付費対象外サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 金 額 

家 賃 ３５，０００円 
（１０，０００円補助あり） 

月額３５,０００円 

（１０，０００円補助あり） 

食 費 

食事時間  朝食  ８：００ 

      昼食 １２：００ 

      夕食 １８：００ 

朝食５００円 

昼食５００円 

夕食５００円 

日常生活上必要と

な る 諸 経 費 

利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活

に要する費用で、負担して頂くことが適当であ

るものに関わる費用をいただきます。 

６,０００円 

光  熱  費 水道代や電気代などの費用 １２，０００円 

社 会 生 活 上 の 

便 宜 の 供 与 等 

日常生活に必要な行政機関等への手続き等に

ついて、利用者または家族が行うことが困難な

場合、利用者の同意を得て代行します。 

１，５００円 

病 院 受 診 

定期受診(精神科)について、家族が対応困難な

場合、利用者と病院受診を同行する。 
１，５００円 

定期受診(精神科)以外の病院受診について、

(緊急受診・眼科・整形外科・形成外科・入院退

院等)家族が対応困難な場合、利用者と病院受診

を同行する。 

４，５００円 

<サービスの概要> 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責

任者が作成し、利用者の同意をいただきます。なお「個別支援計画」の写しは利用者に交

付いたします。また、必要に応じて随時「個別支援計画」の見直しを行います。 

７．利用料金 

（１） 訓練等給付費対象サービス内容の料金 

 訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が訓練等給付費等の給付を市町村

から直接受け取る（代理受領する）場合、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準

により算出した額）のうち利用者負担分（サービス利用料金全体の１割を上限）を事業者

にお支払いただきます。 

なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉

サービス受給者証をご確認ください。 

（２） 訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

上記「６．サービス提供の内容（２）訓練等給付費対象外サービス内容」の項目をご

参照ください。 
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（３）利用料金のお支払方法 

前記（１）（２）（３）の料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、２１日ま

でに以下の方法でお支払い下さい。 

下記指定口座への振込み 

沖縄銀行 西原支店 普通預金 口座番号 １６６８６７３ 

フク）オトワカイ 

８．利用者の記録及び情報の管理等 

（１） 事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに

応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後５年間

保管します。 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、午前８：３０～午後５：３０です。 

（２）  利用者の個人情報については、個人情報保護法に沿った対応を行います。但し、サ

ービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関

に情報提供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報使用同意書」による）に

基づき情報提供を致します。 

（３） ９．緊急時の対応 

利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行います。 

利用者のかかりつけ   

医療機関 

医療機関名：  

診 療 科： 

主 治 医：  

所 在 地： 

電 話 番 号： 

緊 急 連 絡 先 ① 

住   所： 

電 話 番 号： 

氏    名： 

続    柄： 

１０．事故発生時の対応 

事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行なうとと

もに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものと

します。 

 また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

（１）損害保険会社名 あいおいニッセイ同和損保 

（２）損害保険の種類 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

 

 

 

 



7 

１１．ハラスメント対策 

 事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築ける

ようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範

囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（１）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（３）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びにその家族等が対象となります。 

② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止

会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に

努めます。 

④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境

改善に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。 

 

１２．虐待防止及び要望・苦情等申立先に関する相談窓口 

（１）虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）」を遵守すると

ともに、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐 待 防 止 に 関 す る 責 任 者 管理者・大城 仁菜 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤ 虐待防止委員会を設置し、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、再発防止の検討

などを行います。 

虐待防止に関する 

相談窓口 

・窓口担当者    安黒 祐希 

・解決責任者    大城 仁菜 

・ご利用時間      ９：００～１７：００ 

・電 話 番 号  ０９８－９４４－３２６６ 

・Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０９８－９４４－３２６１ 
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（２）要望・苦情等申立先 

当事業所 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  安黒 祐希 

・解決責任者  大城 仁菜 

・ご利用時間  ８：３０～ １７：３０ 

（土・日・祝祭日・旧正月・旧盆・年始を除く） 

・電話番号   ０９８－９４４－３２６６ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０９８－９４４－３２６１ 

･ 担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出ください。 

また、苦情受付ボックスを事務所前に設置しています。 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は沖縄県社会福祉協議会

に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。 

西原町役場      

障害支援課 

・所在地   沖縄県中頭郡西原町与那城１４０番地の１ 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－９４５－５０１３              

・ＦＡＸ番号 ０９８－９４４－６５５１ 

那覇市役所        

障害福祉課 

・所在地   沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1号市庁舎 3階 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－８６２－３２７５              

・ＦＡＸ番号 ０９８－９４４－６５５１  

豊見城市役所      

社会福祉課 

・所在地   沖縄県豊見城市宜保 1 丁目 1番地 1 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－８５０－００２４              

・ＦＡＸ番号 ０９８－８５０－５３４３ 

浦添市          

障がい福祉課 

・所在地   沖縄県浦添市安波茶１丁目１番１号３Ｆ 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

第 三 者 委 員 

民 生 委 員  

電 話 番 号 

西 原 町 町 議 

電 話 番 号 

仲里 博正 

０８０－６４９０－２５０６ 

新川 喜男 

０９０－１９４６－８８３３ 
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・電話番号  ０９８－８７６－１２３４ 

・ＦＡＸ番号 ０９８－８７８－８５８５ 

南風原町役場      

民生部保健福祉課 

・所在地   沖縄県南風原町字兼城６８６番地 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－８８９－４４１６            

・ＦＡＸ番号 ０９８－８８９－７６５７ 

糸満市役所       

福祉部社会福祉課 

・所在地   沖縄県糸満市潮崎１丁目１番地 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－８４０－８１１１            

・ＦＡＸ番号 ０９８－８８０－８１１２ 

八重瀬町役場      

社会福祉課     

障がい福祉係 

・所在地   沖縄県八重瀬町字東風平 1188番地 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－９９８－２２００            

・ＦＡＸ番号 ０９８－９９８－４７４５ 

与那原町役場       

福祉課 

・所在地   沖縄県島尻郡与那原町字上与那原 16 番地 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－９４５－１５２５            

・ＦＡＸ番号 ０９８－９４６－６０７４ 

南城市役所        

生きがい推進課 

・所在地   沖縄県南城市佐敷字新里 1870番地 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ８時３０分～１７時１５分（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－９１７－５３４１            

沖縄県社会福祉協議会      

沖縄県福祉サービス 

運営適正化委員会 

・所在地   沖縄県那覇市首里石嶺４丁目３７３－１ 

・受付日   月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、   

      １２月２９日から１月３日までを除く。                    

・受付時間  ９時～１７時（毎週月曜日～金曜日） 

・電話番号  ０９８－８８２－５７０４            

・ＦＡＸ番号 ０９８－８８２－５７１４ 
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１３． 協力医療機関 

医療機関の名称 ハートライフ病院 

医 院 長 名 佐久川 廣 

所  在  地 沖縄県中頭郡中城村字伊集２０８ 

電 話 番 号 ０９８－８９５－３２５５ 

診  療  科 救急 入 院 設 備 有り or 無し 

医療機関の名称 しらかわ内科 

医 院 長 名 新垣 民樹 

所  在  地 西原町字棚原１－２０－１０ 

電 話 番 号 ０９８－９４４－３５５０ 

診  療  科 内科 入 院 設 備 有り or 無し 

医療機関の名称 ファーストデンタルクリニックさくら 

医 院 長 名 田熊 啓弘 

所  在  地 沖縄県浦添市宮城３丁目３－１ まるせいマンション１Ｆ 

電 話 番 号 ０９８－８７５－８０４４ 

診  療  科 歯科 入 院 設 備 有り or 無し 

１４． 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、非常災害計画書により対応いたします。 

平時の訓練 
・別途に定める、消防計画書に則り、年２回、避難・防災訓練を

利用者の方も参加して実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有 

・ガス漏れ報知機  有  ・非常通報装置   有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  有 

・室内防火栓    有  ・避難器具     有 

・ カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

・ 震災に備えての備蓄（食料・飲料水７日分） 

（その他、拡声器・携帯ラジオ・ロープ・懐中電灯等） 

消防計画 
消防署への届出日： 令和 ２年１０月 

防火管理者   ： 赤嶺 監勇 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：あいおいニッセイ同和損保 

加入保険内容：介護保険・社会福祉事業者総合保険 

 

１５． 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

受給者証 

身体障害者手帳 

各種手続きに使用しますので、各自で居室に保管してください。

事業所側にて保管を希望される方は、個別にご相談ください。 

健康保険 

被保険者証 
緊急時のために写しの提出をお願いします。 
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設備・器具の利用 

共同生活住居内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用

ください。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償

していただくことがあります。 

貴重品の管理 

貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己

管理のできない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込ま

ないようお願いします。 

宗 教 活 動 

政 治 活 動 

営 利 活 動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活

動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

 

 

１６．重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 令和         年          月           日 

上記内容について、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく

指定障害福祉サービス指定障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運営の基準に関

する条例の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

事業所 

所 在 地 沖縄県西原町小那覇２１８番地 

法 人 名 社会福祉法人 乙羽会 

理 事 長 我喜屋 宗重           印 

事 業 所 名 

 

グループホーム にしばる 

説明者氏名            印 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利 用 者 

住 所  

氏 名           印 

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、  

私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

代 理 人 

住 所  

氏 名                     印 

続 柄 

(利用者との関係) 
 

 


